
特定非営利活動法人 藤沢相談支援ネットワーク 

ふじさわ基幹相談支援センター えぽめいく  所長 

特定非営利活動法人 日本相談支援専門員協会 事務局長 

吉田 展章  

～相談支援の視点から～ 



○2016年4月14日 21時26分 震度7 

○2016年4月16日   1時25分 震度7 

（阪神淡路大震災、新潟県中越地震、東北地方太平洋沖地震につ
ぐ4回目、5回目） 

○2016年4月26日 

熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべ
き措置の指定に関する法令発令 

（地方公共団体の実施する災害復旧事業への国庫補助など） 

○2016年4月28日 

特定非常災害特別措置法に基づき「特定非常災害」指定 

（運転免許証などの期限延長などの特別措置） 

○2016年5月10日 

大規模災害からの復興に関する法律に規定する「非常災害」指定 

（各種インフラの復旧事業を自治体に代わり国が支援、代行）   
１ 



 熊本県内の相談支援専門員、及び九州四国地方の相談支援専門員に連絡 

 （被害状況と現地での様子を確認する。余震が続いている状況なので、外部からの 

  応援は様子を見ている状況） 

 具体的な支援内容と被災地の声を集約 

 （現地での支援体制を検討） 

 熊本県相談支援専門員協会及び熊本市より支援要請 

 （支援内容と開始時期を具体的に検討） 

 日本相談支援専門員協会として、3名が現地に入ることを確認 

 日本財団、協働プラットホームとの連携体制を確認 
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１．被災した地域の障がい福祉行政機能へのサポート 

 

 

２．被災した地域の障がい福祉サービス提供機能のサポート 

３ 



地震による建物倒壊などの被害 
 

精神的不安（喪失感だけではなく漠然とした不安） 

 

局地的な被災（断層による地震） 

 

サービス等利用計画の実施 

 

目に見えない被災（電気、ガス、水道などのライフライン） 

 

 

４ 



○4月21日（木）羽田空港より福岡空港へ。 

 以前の被災地支援の経験から、被災地における生活必需品の
中で医療的ケアが必要な方にとって不足することが予想され
る物品を調達 

＜エンシュアリキッド、テルモシリンジ、テルモカテーテル
チップシリンジ用おしりふき、蒸留水、ジェイフィード注入器、
ジェイフィード栄養セット＞ 

 福岡市内でレンタカーに乗り換え、熊本県山鹿市にある「愛
隣館」へ 

 ⇒被災状況やインフラ状況の情報を入手 

 被災地支援拠点となる熊本市西区のトレーラーハウスにて、
ミーティング 

 ⇒協働プラットホームと確認事項や今後の活動方針を共有 

５ 



○4月22日（金） 

 熊本市障害福祉課にて、今後の支援体制や方法を説明 

 現地ニーズの聞き取りを行う 

 支援物資を届けにクリニックや事業所を回る 

 熊本県社会福祉事業団にて状況確認（福祉避難所の状況など） 

 熊本県障害福祉課にて、今後の支援体制や方法を確認 

 熊本市内の相談支援事業所とミーティング 

 益城町を所轄している御船保健福祉事務所訪問 

 

６ 



○以降、行政機関とニーズのすり合わせを頻繁に行い、熊本市
自立支援協議会相談支援部会を開催。今回の支援に関して協力
を求めるなど、活動を展開。 

 関係団体や支援団体との情報交換や状況確認など 

 避難所での入浴介助や訪問入浴などの調整 

 重心の方への戸別訪問に同行 

 避難所としてのトレーラーハウスの活用に関して、環境庁や住
宅課との折衝 

 戸別訪問に関するマッピングデータや資料作成に関して調整 

 東区拠点事務所の設置 

 4月29日より熊本市東区を中心に戸別訪問を開始 

 同時に、益城町、西原村、嘉島町を県職員と訪問し支援活動の
展開を進める 

 その他必要に応じて対応 ７ 



○行政機能の低下 

 ・支援要請が出せる仕組みづくり 

 ・支援拠点機能（災害時における費用の確保や派遣費用など） 

 ・災害時における応急的な制度利用（障がい福祉サービスや介護保険サービス） 

 ・情報収集と発信機能 

 ・要援護者リストの見直しと対象者リスト 

○福祉避難所のあり方 

 ・緊急的な福祉避難所機能（物資の確保や運搬など） 

 ・水や食料、物資の配り方への配慮 

 ・福祉避難所との協定内容 

 ・人的確保 

 ・車中での生活に対する対応（食事や物資の運搬が届かない・・・） 

 ・医療的ケアの必要な方への避難場所（福祉ゾーン、福祉避難所、トレーラーハウス、など） 

 
８ 



○災害時備蓄 

 ・簡易トイレ（車いす用の手すり、オストメイトなど） 

 ・医療的ケアが必要な方への医療関連物資（ネブライザーなど） 

 （一時的なレンタルなど費用面での支援も必要） 

 ・自衛隊による大規模な集中支援と細やかな支援の組み合わせ 

 （入浴、食事や物資の運搬、感染症の予防など） 

○日頃からの協力体制 

 ・障がいや病気、高齢者や児童、といった枠を超えたつながりを持てる地域づくり 

 （藤沢型地域包括ケアシステム） 

○相談支援事業 

 ・サービス等利用計画や介護保険によるケアマネージメントが、速やかな安否確認や全戸訪問 

  につながっていく 

９ 



フェーズ２     

被災された地域の 

相談支援専門員 

派遣される 

相談支援専門員 

フェーズ３      フェーズ４      

１０ 

モニタリング モニタリング 

派遣相談員受け入れ開始 

4月下旬開始 

休息を適時から計画的へ 

地元相談員と行動拡大 

４月下旬開始  

派遣相談員と行動 

（減少） 
休息 計画的 

地元相談員と行動 

（自立に近い活動へ）  

 

【生活・情報環境】 

【派遣人数】 

改善向上↑ 

人数減少→ 

  通常に近い業務へ 

  所属元の通常業務へ 

7月〜9月 4月〜6月 10月〜 

※できるだけ複数回の派遣活動による自立した活動を目指し、 

受け入れ相談支援専門員の負担軽減を図る 



在宅・半壊住宅・避難所等を中心に訪問 自治体より名簿提供 

被災地相談窓口 

県外・九州外 

被災地域・自治体 

１１ 

現地拠点（固定） 
トレーラーハウス 

移動拠点 
（キャンピングカー） 

派遣 

相談員 

九州ブロックを通じて一本化 

日本相談支援 

専門員協会 

被災地域・自治体 被災地域・自治体 被災地域・自治体 

熊本県 

熊本市 

福祉サービス 

コーディネーション 

モニタリング 

基礎自治体への 

水先案内 

派遣 

相談員 
派遣 

相談員 

派遣 

相談員 
派遣 

相談員 

派遣 

相談員 
派遣 

相談員 

派遣 

相談員 

日本財団 協働プラットフォーム 

一般的なサービス・資源 

※チームによる活動を想定 

救援物資提供 

ファンド・レイジング 

CSR部門との連携 

「情報インフラ整備」 
地理情報システム（被害・復旧マップ、 

避難所マップ、住宅地図、航空写真等） 
Webラジオ＆TV（多言語） 
安否確認・見守システム 

デジタル・アーカイブシステム 

CMS（情報集約＋マッチング） 

「人的応援」 
情報通信プロボノ 

危機管理プロボノほか 



１週目 

１２ 

派遣 

相談員1-１ 

被災地 

相談員Ａ 

派遣 

相談員2-1 

派遣 

相談員3-1 

派遣 

相談員1-4 

被災地 

相談員D 

派遣 

相談員2-4 

派遣 

相談員3-4 

派遣 

相談員1-2 

被災地 

相談員B 

派遣 

相談員2-2 

派遣 

相談員3-2 

派遣 

相談員1-3 

被災地 

相談員C 

派遣 

相談員2-3 

派遣 

相談員3-3 

２週目 

３週目 

Ａチーム Bチーム Cチーム Dチーム 

※相談員数×派遣員  １：１   ローテーションで原則３〜４日間活動 

※移動日は、開設状況により変更 ※派遣チームは原則2名、4名の単位 

被災地相談員4名の例 



14 

 

複数回派遣者がいないため、活
動地域の受け入れ負担が大きい。
経験や情報が蓄積されない。 

 

複数回派遣者がいるため活動地
域の負担が少ない。経験や情報
が共有され活動への相乗効果が

期待できる。 

チーム 

チーム チーム 

複数回
派遣者 

単発 

派遣者 

単発 

派遣者 
単発 

派遣者 

単発 

派遣者 

単発 

派遣者 

チーム 

単発 

派遣者 
単発 

派遣者 

単発 

派遣者 

複数回
派遣者 

単発 

派遣者 

※指示でした動けずお荷物になる 

※単独での活動は 

危険度も高く、 

聞き取り漏れなど 

ミスも多くなる。 

活
動
地
域 

※初回派遣時は除外のモデル 
※２回目以降の派遣モデル 

１３ 



一次訪問 

二次訪問 

継続支援 

・今回の訪問目的を当事者にしっかり伝えます。 

・生命の危機などの２次被害を防止することが目的です。 

・スピーディーな訪問を心がけます。 

・二次訪問の必要性があれば、連絡先を確認し、再度の
訪問を約束します。 

・原則ペアで訪問し、相談支援専門員のストレスを軽減
します。 

・一次調査で確認されたニーズを中心に訪問します。 

・計画相談も視野に入れて、連携機関との体制を整えな
がら訪問します。 

・連携機関との情報共有をすることを伝えて、了承をと
ります。 

・委託、指定特定などで災害用サービス等利用計画を作
成し、熊本市へ提出します。 

・ケース会議などの調整により、連携機関の責任を明確
にします。 

・被災した現状を踏まえ、サービス提供のモニタリング
を行っていきます。 

訪問先 

名簿の見直しあり 

１４ 



障がい者手帳 受給者証 

計画相談支給決定なし（利用実績なし） 65歳未満（介護保険対象者） 

療育手帳 
身体障がい者
福祉手帳 

精神障がい者
保健福祉手帳 

18歳以上 18歳未満 

手帳情報（重複障がい児者） ･ 受給者証情報を統合（特別障がい者扶養手当加味) 

各区（5区）ごとに、情報を整理し名簿を作成 

児童のみを抽出した名簿を加味できるか？（教育機関との連携） 

分類 分類 

抽出 抽出 

１５ 



第１ステップ 

地元相談員との 

ペア 

第２ステップ 

他団体同士の
ペア 

個別事務 

作業 

• 名簿の乱用やSNSなどへの流出リスクをできるだけ低減するための方法です。 

• 地元相談支援専門員の土地勘や情報を有効に活用します。 

• 外部からの派遣終了後を意識した活動を心がけます。 

• 多団体（初対面）同士がペアとなることで、お互いの牽制関係を作り乱用・流出リ
スクを低減します。 

• 奇数人数や単独が生じた場合は、事務作業か３名のペアを作ります。 

１６ 



自治体 

 

医療機関 

 

福祉サービス 

提供機関 

 

被災地支援団体 

 

その他 

・必要に応じてケース 

 会議の実施 

・マネジメント 

・協議会テーマ 

本部 

サテライト拠点へ集合 

ミーティング 

訪問名簿の受取り 

ペアの確認 

戸別訪問地域で活動 

ペアで行動 

本部 

サテライト拠点へ帰還 

報告（電話可） 

訪問名簿返却 

本部 

各委託事業所 

活動内容入力 

連携 

熊本市民
病院医療
チーム 

医的ケア児 

へ調整 

１７ 



１８ 



１９ 



２０ 



２１ 



２２ 


